
身 体 障 が い 者 通 所 肢 体 訓 練 事 業 実 施 要 領 

                                                          制  定  昭和60年10月 1日 

                                                          最近改正  令和 3年 4月 1日 

 

１．目    的  

この事業は、在宅の肢体不自由者に対して、心身障がい者リハビリテーションセンター（以

下「センター」 という。）への通所による日常生活動作の向上をめざした在宅自主訓練方法

の指導等を行うとともに、その家族がリハビリテーションに関する理解を深めることにより、

在宅障がい者福祉の増進に資することを目的とする。 

 

２．対 象 者  

次のいずれにも該当する身体障がい者とする。ただし、介護保険制度を利用できる者は、当

該制度の利用を優先とする。 

(１) 大阪市内に居住する15歳以上の、原則として身体障がい者手帳を所持する者 

(２) 通所可能で訓練意欲を有し、かつ、訓練の成果が期待できる者 

(３) 訓練に支障のある病気にかかっていない者 

(４) センターの訓練、指導に適応できる者  

 

３．定    員  

40名とする。  

 

４．通所訓練期間  

原則６か月以内とする。但し、訓練期間の変更については、心身障がい者リハビリテーショ

ンセンターと協議したうえで決定することとする。 

 

５．訓練内容・プログラム  

（１）理学療法、作業療法による機能訓練、基本動作及び応用動作の訓練方法の指導。 

（２）訓練は、１週３日以内とし、日時は別途定める。  

（３）その他、訓練に関連する事項の指導。 

 

６．通所訓練の承認  

通所訓練の承認は、別紙の手続きを経て市長が必要と認めた者に対して行うものとする。但

し、２．対象者に定める要件を満たさなくなったと判断した場合、または、訓練を継続するこ

とが困難になったと判断した場合は承認を取り消すことがある。 

 

７．通所訓練の辞退  

  承認された通所訓練期間中に通所訓練を辞退する場合は、別紙の手続きを経るものとする。 

 



８．費  用  

通所訓練に関する費用は、無料とする。ただし、必要に応じ訓練材料等の実費を徴収するこ

とがある。  

 

９．通所訓練事業の委託  

通所訓練は、心身障害者リハビリテーションセンター条例第３条第２号に掲げる施設を利用

して行うものとし、公募等により選定された法人に委託する。 

 

 

附  則  

この要領は、昭和60年10月１日から適用する。  

附  則  

この改正要領は、平成６年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正要領は、平成14年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正要領は、平成15年６月１日から適用する。 

附 則 

この改正要領は、平成17年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正要領は、平成19年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正要領は、平成23年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正要領は、平成25年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正要領は、平成27年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正要領は、平成29年４月１日から適用する。 

附  則  

この改正要領は、令和３年４月１日から適用する。 

 



（別紙）

（利用開始時）

判定日時の予約
　判定時には次の資料等の持参必要
　　・身体障がい者通所訓練申請書
　　・通所確認書
　　・診療情報提供書・画像など

（訓練期間内での利用辞退時）

利用者から訓練担当に申し出
「辞退届」の提出依頼

「辞退届」を受理

連絡調整会議において辞退の承認

「辞退届」受理

辞退の申し出

辞退の承認

予約

身体障がい者通所肢体訓練手続きの流れ

相談

・利用希望者から直接もしくは各区役所（保健
福祉課）及び医療機関等を通じて心身障がい
者リハビリテーションセンターに相談
・必要となる資料や手続き等の説明

訓練開始

面談・判定
心身障がい者リハビリテーションセンターにお
いてケースワーカー面談、医学判定、心理判
定、理学訓練評価等を実施

訓練可否の決定 連絡調整会議において訓練の可否を決定

対象者に定める要件を満たさなくなったと判断
した場合、または、訓練を継続することが困難
になったと判断した場合は承認を取り消すこと
がある


